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合同会議の審議内容の公開について 

 

 

 

本合同会議の公開については、以下によるものとする。  

 

 

１． 議事録については、原則として会議終了後１ヶ月以内に作成し、公開する。ま

た、議事要旨については、会議の後、すみやかに作成し、公開する。  

 

２． 配付資料は、原則として公開する。  

 

３． 傍聴については、会議の運営に支障をきたさない範囲において、原則として認

める。  

 

４． 会議開催日程については、事前に周知を図るものとする。  

 

５． 公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある

場合又は特定の者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合には、

座長は、会議及び配布資料を非公開にすることができる。 

 

資料２ 


